
2018～2019年度 R Iテーマ 

【第1467回例会次第（2019年4月第1回）】 

１. 開会点鐘                   

２．「君が代」「奉仕の理想」斉唱 

３．来賓及びビジター紹介 

４．会長挨拶 

５．幹事報告         

 Ａ．例会変更のお知らせ          ビジター受付 

    米子RC…4/5(金)休会           なし 

    米子東RC…4/10(水)休会         なし 

    境港RC…4/16(火)休会     なし 

    米子中央RC…4/18(木)夜間例会     あり 

    米子中央RC…4/25(木）休会         なし 

    米子RC…4/26(金)夜間例会        あり 

 B．その他 

６．委員会報告 

 Ａ．親睦・出席委員会 

    出席報告・ファミリーの日・スマイル発表 

 Ｂ．その他 

８．閉会点鐘 

 

  

 

     

 

     

 

3月11日のMakeUp後の出席率 66.67％ 

No．1425 

【第1466回例会記録(2019年3月第4回）】 

日時：2019年3月25日（月) 12：30～ 

会場：ＡＮＡクラウンプラザホテル米子 

出席率  66名[内免除7名] 中 40名 67.80％ 

米山ＢＯＸ １，２８３円(累計 ６２，４９２円） 

RI会長 :ﾊﾞﾘｰ･ﾗｼﾝ(ﾊﾞﾊﾏ) 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ: 末長範彦（岡山RC） 

 会長：本田雅一 幹事：坂口元昭 雑誌･会報：錦織信雄  

インスピレーションになろう 

日時：2019年4月1日(月）12:30～ 

会場：ＡＮＡクラウンプラザホテル米子 

〈4月〉母子の健康月間 

 米子南RC例会運営一覧 

日 時 第 回例会 内 容 場 所 

4月8日(月)18:30～20:30 第1468回 

(4月第2例会） 

花見例会 割烹 山常楼 

4月22日(月)12:30～13:30 第1469回 

(4月第3例会） 

卓話「2019年の株式市場」 多羅尾整治 ＡＮＡＣＰ 

ホテル米子 

5月13日(月)12:30～13:30 第1470回 

(5月第1例会） 

午輪句会講評 中村夢窓 主宰 ＡＮＡＣＰ 

ホテル米子 

5月20日(月)12:30～13:30 第1471回 

(5月第2例会） 

卓話 

 山陰放送 アナウンサー 板井文昭 氏 

ＡＮＡＣＰ 

ホテル米子 

７．【卓話】「米子市の将来」 岡田啓介  

スマイル 

 本田雅一会長、牛尾稔、岩﨑武夫…南の森収穫祭例

会、おかげ様で無事終了させて頂きました。誠にありが

とうございました。 

 坂口千加広…米子東高校選抜野球大会出場に対しご支

援ご声援ありがとうございました。 

 港紀一郎…お蔭さまで楽天の旅行部門で表彰を受けま

した。 

お 知 ら せ  

・4/1(月)  13:30∼ 定例理事会  

       ＡＮＡクラウンプラザホテル米子 

・4/6(土)  12:00∼ 合同ＩＭ   

       ホテルニューオータニ鳥取 

・4/14(日)  11:00∼ 地区研修・協議会   

       出雲市民会館、ﾆｭｰｳｪﾙｼﾃｨ出雲 

・4/15(月)   例会休会 

・4/15(月)  18:30∼  次年度親睦出席委員会  

       美さご 

・4/18(木)  18:30∼ 次年度奉仕プロジェクト・ 

       会員増強・Ｒ財団合同委員会 美さご 

・4/22(月)  19:00∼  午輪句会   

       真誠会セントラルレジデンス 

・4/23(火)  18:30∼ 5RC新旧会長幹事会  

       ＡＮＡクラウンプラザホテル米子 

・5/3(金)  9:00∼  春季ゴルフ会     

       大山平原ゴルフクラブ 

（未定）   次年度雑誌会報・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ合同委員会 



 
【卓話】「相続の基礎知識について」       原まさふみ行政書士事務所 原匡史 氏 

 亡くなった人の財産を貰える権利のある人を相続人という。配偶者は常に権利が有

り、それ以外は、子、親、兄弟姉妹の順。法定相続分とは法律で決められている取り

分であるが、相続人全員の同意があればどのように分けてもよい。相続財産は、プラ

スの財産もあればマイナスの財産もある。不動産、預貯金、有価証券類や,マイナス財

産として借金等もある。遺産の額は相続税に関係してくる。相続税の基礎控除は、三

千万円＋（相続人数×六百万円）。これ以上あれば相続税が掛かる。養子は一人だけ相続人の数として

認められるが、子供がいない場合は二人。孫等に定期預金など生前贈与するには、十分留意が必要。

贈与のメリットは誰に譲るか自由に決められ、受贈者は対価を負担しなくてもよいが、贈与税が掛か

る場合があるので注意が必要。相続でもめない対策として遺言がある。今年１月の改正で手書き遺言

書が作り易くなったので利用されるとよい。起こるかどうかわからない問題に対して、モヤモヤして

いた気持ちが晴れる場合が有り、作ってよかったと言う方が多い。（坂口千加広 記） 


